
 

 

不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則の主な改正点 

（参照している規約及び規則の条項は、改正後の条項です） 
 

◆ 施行日：規約、規則ともに２０２２年９月１日 

 

１ 物件から、駅や商業施設等までの所要時間や道路距離を記載する場合において、 

(1) マンションやアパートについては、「建物の出入り口を起点」とすることを明文化

します（規則第９条第７号）。 

(2) 販売戸数（区画数）が２以上の分譲物件においては、最も近い区画までの表示の

みで可としていましたが、最も遠い住戸（区画）までの所要時間等を併記すること

を追加します（規則第９条第８号）。 

 

２ 電車等の所要時間について、 

(1) 「平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること」と

規定していますが、これを「朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、平常時の所

要時間をその旨を明示して併記できる」に変更します（規則第９条第４号のウ）。 

(2) 「乗換えを要するときは、その旨を明示すること」と規定していますが、これを

「乗換えを要するときは、その旨を明示し、所要時間に乗換えに概ね要する時間を

含めること。」に変更します（規則第９条第４号のエ）。 

※ この時間を算出する際には、インターネットの乗換案内サイトをご利用いただ

いて構いません。 

 

３ 必要な表示事項を定めた別表（１から10）について、 

(1) 別表１から別表10の交通の利便について、利用できる公共交通機関がない場合に

は、記載しないことができる旨を追加します（従来は、最寄駅等からの道路距離を

表示）。 

(2) 別表４から別表７のインターネット広告に「引渡し可能年月」を追加します。 

(3) 別表８及び別表９のインターネット広告に「入居可能時期」を追加します。 

(4) 別表１、別表４及び別表６のインターネット広告に「取引条件の有効期限」を追

加します。 

(5) 別表３、別表５及び別表７から別表10のインターネット広告に「所属団体名及び

公正取引協議会加盟事業者である旨」を追加します。 

(6) 別表６に「管理員の勤務形態」を追加します。 

(7) 別表７の「管理方式（管理人の勤務形態。自主管理の場合はその旨）」を「管理形

態及び管理員の勤務形態」に変更します。 

 

４ 物件種別に「一棟リノベーションマンション」を新設（規則第３条第11号）すると

ともに、予告広告やシリーズ広告が実施できる物件に「一棟リノベーションマンショ

ン」を追加（規約第４条第６項第３号・第５号）します。 

【別添１】 



 

 

また、必要な表示事項を定めた一覧表（規則第４条）のうち、別表６に「一棟リノ

ベーションマンション」を追加し、一棟リノベーションマンションを広告する際の必

要な表示事項を追加します。 

 

５ 物件種別に「一棟売りマンション・アパート」を新設（規則第３条第17号）します。 

また、必要な表示事項を定めた一覧表（規則第４条）のうち、別表５に「一棟売り

マンション・アパート」を追加し、一棟売りマンション・アパートを広告する際の必

要な表示事項を追加します。 

 

６ 予告広告を実施した後に行う必要がある「本広告」は、予告広告と同一媒体・同一

エリア等で行うほか、インターネット広告のみでも実施できることを追加します（規

約第９条第２項）。 

 

７ 物件名称の使用基準において、 

(1) 物件から直線距離で300ｍ以内の「公園、庭園、旧跡等の名称」を使用できること

としていますが、これらに「海（海岸）、湖沼、河川の岸又は堤防から300ｍ以内に

所在している場合は、これらの名称」を追加します（規約第19条第１項第３号）。 

(2) 街道の名称については、物件が面していないと使用できないこととしていますが、直

線距離で50ｍ以内であれば使用できることに変更します（規約第19条第１項第４号）。 

 

８ 新築住宅等の外観写真について、建物が未完成等の場合には、取引する建物と「規

模、形質及び外観が同一の他の建物」に限り掲載できるとしていましたが、これを「取

引する建物を施工する者が過去に施工した建物であり、構造、階数、仕様が同一であ

って、規模、形状、色等が類似する他の建物」に変更します（規則第９条第22号）。 

 

９ 学校等の公共施設やスーパー等の商業施設を表示する場合、物件からの道路距離を

記載することとしていますが、これに徒歩所要時間での表示も可能とすることを追加

します（規則第９条第29号・第31号）。 

 

10 住宅ローンの表示について、提携ローンと紹介ローンの別の記載を義務づけていま

すが、この規定を削除します（規則第９条第44号）。 

 

11 旧価格（過去の販売価格）を比較対象とする二重価格表示は、３か月以上前に公表

された価格で３か月以上販売していなければできないとしていましたが、３か月以上

前に公表された価格を「直前の価格」に変更し、販売していた期間を「２か月以上」

に短縮します（規則第12条第２号）。 


